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3 河川事業
淀川総合水系環境整備事
業

R4 ⑤

●概要　         ：淀川水系において水質の改善、良好な生物の生息・生育・繁殖環境の保全・再生及び、地域と連携した水辺整備による
　　　　　　　　　　　河川利用の推進するもの。
●事業化年度　： 平成元年度
●全体事業費　：353億円
●事業の進捗　：54%
●今後の予定　：令和２５年度に事業完了予定

重点

4 道路事業 名塩道路 R1 ⑤

●概要　         ：  国道176号の西宮市山口町上山口から宝塚市栄町3丁目までの交通混雑の緩和及び交通安全の確保、
　　　　　　　　　　　 異常気象時の通行確保を目的とした延長10.6㎞の道路
●事業化年度　： 昭和60年度（1、2、3工区）
　　　　　　 　　　    昭和63年度（1-1、1-2工区）
●全体事業費　： 約1，086億円
●事業の進捗　： 約91％（令和5年3月末）
●今後の予定　： 早期の開通を目指す。

重点

5 港湾事業
堺泉北港国際物流
ターミナル整備事業

R1 ⑤

●概要　         ： 中古車等の需要増大に対応し、ふ頭再編により物流効率化を図るとともに、RORO、外貿コンテナ貨物の需要増に伴う
　　　　　　　　　　　船舶の大型化に対応する。また、大規模地震発生時において阪神港のリダンダンシー機能を確保するため、
　　　　　　　　　　　外貿コンテナ貨物の取扱いが可能な耐震強化施設の整備を進めるもの。
●事業化年度　： 平成8年度
●全体事業費　： 307億円
●事業の進捗　： 約71%
●今後の予定　： 令和9年度完成に向け事業進捗を図る。

重点

［再評価理由］
①：事業採択後３年間が経過した時点で未着工の事業
②：事業採択後５年間が経過した時点で継続中の事業
③：準備・計画段階で３年間が経過している事業
④：再評価実施後５年間が経過している事業
⑤：社会情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業
⑥：道路事業・街路事業における一体評価を実施するため、再評価時期を前倒しする事業



事業評価対象事業の位置図

一般国道１７６号 名塩道路

堺泉北港
国際物流ターミナル整備事業

淀川総合水系環境整備事業


